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研究成果の概要（和文）：本研究では公演内容・財務・経営・地域性・歴史性などを包括する「劇場圏」という
概念を用い、オペラを対象に日独比較を試みた。全土に80以上のレパートリー劇場があるドイツと、未だに貸館
中心のホールが多い日本とは状況が大きく異なるが、劇場をコミュニティとの関連で捕らえることで、そこに
様々な共通性があることが分かってきた。劇場がより意義のある文化施設になるには地域コミュニティとの密接
な関係が欠かせず、よい劇場は必ず地域の文化的シンボルとして機能している。ドイツの中小の劇場の調査を通
じて明らかになったこの特性は、日本の地域の文化創造においても、指針となりうるだろう。

研究成果の概要（英文）：In this research, we tried to compare opera theaters in Germany and Japan 
based on the concept of "theatrical sphere" which comprehensively describes performances, financial 
management, regionality, history, etc. The situation greatly differs from Germany, in which there 
are more than 80 repertory theaters throughout the country, and Japan, in which  many halls still 
remain as rental one.　However, we can find many affinities between them by understanding theaters 
in relation to communities. A close relationship with the local community is essential for theaters 
to become a more meaningful cultural facility. Good theaters are recognized as a cultural symbol of 
the region without fail.　This characteristic which our research found out about small and medium 
theaters in Germany will be a guide to revitalize regional culture in Japan as well.
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１．研究開始当初の背景 
まずは本研究の前身となる基盤研究（C)

「歌劇場の分析を通してみるドイツの文
化・公共政策」（平成 22～24 年度）の成果を
まとめ、本研究についての視点を改めて確認
し明確化するところからスタートした（第 30
回日本ドイツ学会（共同発表「オペラの危機
を読み解くために」、2014 年 6 月、江古田・
武蔵大学、同名論文「ドイツ研究」第 49 号）。 
 
２．研究の目的 
今回の研究では上演システム、自治体の助

成金の流れや立地の歴史性を総合的に捕ら
えるという前回の研究の方法論を維持しつ
つ、劇場内での動きだけでなく、それぞれの
地域の文化を劇場がどのように表象してい
るのかという点にまで踏み込んで分析する
ことを目的とした。 
 
３．研究の方法 
２の内容を解明するために、劇場の活動を

面的に捕らえる「劇場圏」という概念を仮説
的に設定し、地域の愛好家、政治動向、近隣
の劇場や文化圏から絶えず影響を受け運営
されていく劇場のダイナミックな活動を全
体として把握するように努めた。またドイツ
の劇場は、オペラ（音楽劇）、演劇、バレエ・
ダンスの 3部門制を敷いているところが多い
が、比較を容易にするために、今回もまた本
チームのメンバーで判断が可能で、公演に最
も総合的な要素の絡むオペラに対象を限定
した。 
アプローチ方法や調査対象は以下の通り

である。 
（１）方法論 
「劇場圏」という概念を用いるに際して、

それをより具体化するために、以下のアドヴ
ァイスを受ける機会を設けた。 
音楽の歴史をエモーションから分析する

感情史のアプローチをとるマックス・プラン
ク研究所の Oliver Müller 氏、ロンドン、パ
リ、ベルリンといった大都市の劇場の比較を
多角的に行っている Sara Zalfen 氏の協力を
仰ぎ、Müller 氏を東京に招聘してシンポジウ
ムを開催する（2015 年 3 月）とともに、Zalfen
氏からは劇場調査についての実践的な情報
提供を受けた。 
また地域自治体と文化行政との関連を探

るために、政大学大学院まちづくり都市政策
セミナーに参加発表し、その方面の専門家や
実務家からもアドヴァイスを受けた（2015
年 10 月）。 
 
（２）国内調査対象 
「オペラの都市」を掲げる広島の現状につ

いて広島オペラ・音楽推進委員会の取り組み
を調査した。アステールプラザが自主制作す
るオペラのみならず、2016 年には「広島オペ
ラ・マラソン」に参加している全ての市民オ
ペラ団体を調査した。 

 
（３）ドイツにおける調査対象 
以下のような劇場を調査し、統計、公開資

料からはわからない公演の雰囲気や関係者
の取組への意識などを探るとともに、運営の
実態や現場の声を収集した。 
2014 年度：ニュルンベルク州立劇場、フラ
イブルク劇場、マンハイム国民劇場 
2015 年度：ドレスデン・ゼンパー・オペラ 
2016 年度：マインツ州立劇場、ハイデルベ
ルク劇場 
 
また今回はドイツ・オーケストラ協会、ドレ
スデン学術・芸術省の担当部署（2015 年度）、
ラインラントプファルツ州文化省、ハイデル
ベルク市役所文化局（2016 年度）など劇場
側のみならず行政の側の関連部局も訪問す
ると共に、常設の劇場の運営形態とは異なる
音楽祭などについても適宜調査した。 
 
４．研究成果 
オペラの運営形態にはレパートリー制と

スタジオーネ制の違いや、劇場が主体となっ
て制作するものと制作集団（カンパニー）を
基盤とするものの違いがあり、日本には一定
の演目をレパートリーとして通年で公演を
行う劇場は新国立劇場しかないので、ドイツ
と日本の国際比較は一見すると成り立たな
いように見える。しかし両者を運営形態では
なくコミュニティをシンボライズするもの
としての劇場やオペラ活動、その活動域とし
ての劇場圏という視点からみると、日本のオ
ペラ上演が、地域社会との関わりの点で次の
ような特性を持っていることが分かってき
た。 
オペラは音楽や演劇、舞踊など複数の芸術

を包摂する総合芸術で、最も多様な人々が制
作にかかわる舞台芸術である。日本全土では
毎年 1000 公演以上のオペラが上演されてお
り、公演箇所も日本全土に広がっている。こ
れらの活動を支えているのは、プロの音楽家
を核としアマチュアが多数参加する自主団
体、いわゆる市民オペラ団体である。オペラ
の上演には、予算やスケジュールの管理には
じまり、膨大な作業が必要だが、これらの団
体はノウハウを経験的に持ち、極めて低コス
トで上演を実現する。それを可能にしている
のは地域の人的紐帯、いわば主宰者たちの人
脈である。ヨーロッパ文化圏で生まれたオペ
ラがこれほどまでに広がっていることは日
本における市民社会の成熟を物語るものと
言えるだろう。したがってオペラ・コミュニ
ティは人的紐帯の結節点の一つとして見る
ことができる。 
もちろんその一方で文化水準の向上には

プロフェッショナルな団体・劇場による高い
芸術性を備えた上演は欠かせない。その水準
も大都市圏を中心として、徐々に上がりつつ
ある。この二つの動きは背反するのではなく、
バランスを取り相互に刺激しあうものでな



ければならない。 
また劇場・カンパニー間の共同制作による

コスト削減、アウトリーチ活動やこどもオペ
ラなど現場レヴェルでの工夫は、すでに相当
に海外の事例に学び実践され、アートマネー
ジメントの技術も体系化されつつある。これ
らの点で、日本のオペラ上演は劇場をベース
としたドイツのケースとは異なるが、一定の
発展を遂げていると言える。 
しかしドイツには劇場文化が社会インフ

ラの一部として公的制度の中にしっかり組
み込まれているのに対し、日本の文化政策は
場当たり的に見えるケースが多い。それはそ
れを支えるべき理念や理論が十分に議論さ
れていないからではないだろうか。コミュニ
ティ振興のための芸術・文化の活用は今やブ
ームとなった感があるが、一方で地方財政の
逼迫、そして劇場においては指定管理者制度
や劇場法などの矛盾や限界から混乱も見え
る。そうした意味でも我々が提唱する劇場圏
という概念は、公演の質・制作体制から行
政・財務、地域性・歴史性をも加味したもの
で、劇場と地域の結びつきを明らかにするだ
けでなく、なぜ文化が地域に必要なのかを説
明するモデルとしても用いることができる。 
この三年間の研究成果を広く世に問うた

めに、研究会においては昨年夏前から編著作
の出版計画を練り、秋より出版社との交渉を
行ってきた。これまでの調査に基づきドイツ
に中・小規模の劇場の運営実態をその地域性
などから解き明かすとともに、国内の比較事
例として「オペラの町」を掲げる広島の状況
を扱う。またそれらを理論的に分析する視座
を提供するとともに、世界のオペラ界の動向
や市民オペラがさかんな日本の特徴など、幅
広い視点から論じる予定である。現在、編集
者との内容面を含めた打ち合わせが終了し、
2018 年中の刊行を目指して各人が鋭意、執
筆に取り組んでいるところである。 
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